
 

第３ 第４条第１項及び第３項 

（不登録事由） 

 

一、第４条第１項第１号（国旗、菊花紋章等） 
 
 

 第４条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録 

を受けることができない。 

   国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 

 

１．「勲章、褒章又は外国の国旗」は、現に存在するものに限るものとする。 

 また「外国」とは、我が国が承認している国に限らず、承認していない国を 

 も含むものとする。 

２．商標の一部に国旗又は外国の国旗の図形を顕著に有するときは、国旗又は 

 外国の国旗に類似するものとする。国旗又は外国の国旗の尊厳を害するよう 

 な方法で表示した図形を有する商標は、たとえ、それらと類似しない場合で 

 あっても、第４条第１項第７号の規定に該当するものとする。 

３．菊花の紋章でその花弁の数が 12 以上 24 以下のもの及び商標の一部に菊花紋 

 章又は前記の菊花の紋章を顕著に有するものは、原則として、菊花紋章に類 

 似するものとする。ただし、次のものは、この限りでない。 

   (1) 花心の直径が花弁の長さより大きいもの  

   (2) 菊花の 3 分の 1 以上が他のものにより蔽われ、又は切断されているもの 

   (3) 花心が花の中心からその半径の 4 分の 1 以上片寄ったもの 

   (4) 菊花の形状が確然と紋章を形成せず、かつ、生花を模倣したと認めら 

   れるもの 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧又は審判決要約集をご覧になれます。 

○商標審査便覧 

 25.71   国際商標登録出願について「商標の音訳」、「商標の翻訳」又は「商

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000�
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000007000000000�
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/syouhyoubin.htm�
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/25_71.pdf�


 

 

標の記述」についての記載があった場合の取扱い 

41.103.01 外国の地名等に関する商標について 

 42.101.01 外国の国旗の取扱い 

 

○審判決要約集（第４条第１項第１号） 
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